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屋外広告物規
制の経過につ
いて■小樽市の屋外広告物規制の経過について■小樽市の屋外広告物規制の経過について

Ｐ1

建築物・工作物 屋外広告物

Ｈ２４

屋外広告物法に基づく

「小樽市屋外広告物条例」の公布、施行

Ｈ１６ 景観法の公布 （国）

Ｈ１８ 景観行政団体

Ｈ２０ 景観計画の策定

Ｈ４ 景観条例の制定 （自主条例の規制）

Ｈ２１ 景観条例の改正

（建築物、工作物は景観法に基づく規制）

屋外広告物法に基づく道条例

（法律に基づく規制）

屋外広告物は

自主条例に基づく規制



●手続の一元化

●地域の実情に合った独自基準の設定

●法に基づいた許可申請のため強制力

がある

小樽市への届出

（景観条例に基づく自主の届出）

北海道への許可申請

（北海道屋外広告物条例に

基づく許可申請）

小樽市への許可申請

（小樽市屋外広告物条例に

基づく許可申請）

Ｐ2

【これまで】 【条例制定後】

●法に基づかない届出のため、

指導・助言にも限界

●全道を対象とした許可基準のため、

小樽市の実情と必ずしも合わない

一部権限
移譲

■■屋外広告物に関する手続屋外広告物に関する手続



2004年（平成１６年） 景観法の公布 ⇒ 屋外広告物法の一部改正

※景観行政団体である市町村が屋外広告物条例の制定も可能となる

Ｐ３

■小樽市屋外広告物条例の制定経過■小樽市屋外広告物条例の制定経過

200６年（平成１８年）11月 「景観行政団体」となる

200９年（平成２１年）２月 「小樽市景観計画」の策定

200９年（平成２１年）４月 改正「景観条例」の施行

200９年（平成２１年） 国交省「地域景観づくり緊急支援事業」への応募・採択

◆屋外広告物のデザインコード案の作成、策定

◆小樽市屋外広告物条例の制定に向けた作業を始める

◆小樽市屋外広告物条例（素案）の作成



20１０年（平成２２年）11月 住民説明会の開催

※道内では、北海道、政令市、中核市以外の景観行政団体の
市町村で初めて条例を制定

Ｐ４

20１１年（平成２３年）12月 条例（案）のパブリックコメントの実施

20１２年（平成２４年） 権限移譲に係る北海道との協議

20１２年（平成２４年）３月 条例の議決、条例の公布（3.30）

20１２年（平成２４年）７月１日 条例の施行

◆小樽市屋外広告物条例（案）の作成

◆「小樽市屋外広告物条例」制定の周知（３ヶ月）
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色彩基準
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■小樽市屋外広告物条例の色彩基準■小樽市屋外広告物条例の色彩基準

色彩基準

対象区域
アクセントカラー

の基準

色相 ― ―

明度 ― ―

彩度 １０以下
１０を超える

表示面積の1/４以下

色相 ― ―

明度 ― ―

彩度 １０以下
１０を超える

表示面積の1/８以下

･住居系
･住居系以外
･その他の地域

（小樽歴史景観区域

   を除く）

･歴史的景観
･新都市景観形成
･沿道景観形成

（小樽歴史景観区域）

地色の基準 （例）

文字は地色に

当てはまらない

表示面積

地色

イラストは

地色に当てあまる

（アクセントカラー）



屋外広告物の許可、問い合わせ等

■屋外広告物の許可■屋外広告物の許可

【許可件数】

年間 ２５０件程度（簡易広告物を含む）

＜新規・変更：２割 継続：８割＞

【条例施行後の許可件数（７月分）】

１５件（簡易広告物を含む）＜新規(4) 変更(2) 継続(9)＞

■問い合わせ等■問い合わせ等

■許可申請手数料の納付に関すること

■許可基準に関すること

■その他

Ｐ７


